
配偶者等からの暴力（ＤＶ）被害者生活支援金を給付します 

 富岡市では配偶者等からの暴力（ＤＶ被害）により、定額給付金及び子育て応援特別手

当を受けることができない人に定額給付金及び子育て応援特別手当相当額の暴力被害者

生活支援金を支給します。 

 

○ 対象者 

① 基準日（平成２１年２月１日）においてＤＶ被害により、配偶者等と別居し、住民票
及び市の外国人登録原票に記載又は登録されている住所とは異なる市内の住所

に居住している方及びその同伴家族。ただし、外国人登録原票に登録されている

方は、次に掲げる方とします。 

・ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す

る特例法に定める特別永住者 

・ 出入国管理及び難民認知法に定める在留資格を有する在留者 

② 公的機関の証明書等によりＤＶ被害を証明できる方 
 

○ 給付額等 

①給付対象者１人当たり１万２千円とします。ただし、基準日に６５歳以上及び１８歳以下

の方は２万円とします。 

・６５歳以上……昭和１９年２月２日以前に生まれた人 

・１８歳以下……平成２年２月２日以降に生まれた人 

②上記のほか、基準日に３歳以上１８歳以下の子どもが２人以上いてそのうち第２子以

降の３歳・４歳・５歳の子どもは、３万６千円を加算します。 

・３歳以上１８歳以下……平成２年４月２日～平成１７年４月１日生まれ 

・３歳・４歳・５歳………平成１４年４月２日～平成１７年４月１日生まれ 

○ 支払い方法 

  対象者のいる世帯のＤＶ被害者に口座振込みを原則とします。 

 

○ 申請期間 

平成２１年１０月１日から平成２１年１２月２８日まで 

 

○ 申請及び問合せ先 

市役所南庁舎１階 健康福祉部福祉課 

Tel ０２７４－６２－１５１１ 内線１４１２ Fax ０２７４－６４－１２９４ 

 

 


